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西大和久地区詳細検討業務 仕様書 

 

１ 目的 

  本業務は、西大和久地区の事業化推進の支援において詳細検討を行うもので

ある。 

  本仕様書は、標記業務（以下「本業務」という。）に適用する。本業務の実

施にあたっては、本仕様書、土木設計業務等共通仕様書(国土交通省出展)及び

監督員の指示による。 

 

２ 業務の場所 

本業務の作業範囲は、別添「位置図」に示す西大和久地区(約 25ha)を対象と

する。 

 

３ 照査の実施 

１ 照査の実施に当っては、別に定める「土木工事設計照査要領(案)」に基

づき実施し、業務完了前に照査報告書をとりまとめ提出するものとする。 

２ 照査技術者は、技術士（建設部門（都市及び地方計画）又は総合技術監

理部門（建設））又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいは

ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）の資格保有者とする。 

 

４ 業務内容 

ＵＲにて別途整理された西大和久地区の基本設計とその各種条件、宅地開

発指導要綱、特定河川流域分担計画、放流河川流下能力、道路構造令に規定

されている諸基準、関係者協議事項、道路占用計画、支障物件などの整合性

をもって、以下業務を行う。 

また、各種法令等手続きの関係から、令和６年 11 月 30 日をもって検討内

容をとりまとめて報告するものとし、様式は監督員との協議を持って決定す

るものとする。 

 

１）宅地利用検討業務 

①宅地利用条件整理 

基本設計にて整理した土地利用の方向性を踏まえつつ、大熊町等関係者

との協議を経て、具体の宅地利用を行う企業業態等の整理を行いつつ、

発生交通量や発生汚水量、必要上水量の想定を行う。 

②宅地利用計画変更案検討 

上記①並びに道路付帯施設(照明・植栽など)や既存電柱等の宅地利用に

あたって支障となる事項を踏まえて、宅地出入口の位置や宅地造成高さ

等の詳細調整を行う。 

③ゼロカーボンビジョンへの対応検討 
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大熊町の上位計画である「大熊ゼロカーボンビジョン」の実現のため、

本地区における宅地利用という観点で対応可能な取組内容を整理する。 

 

２）平面交差点予備設計 

別添２「位置図」に示す６箇所の改良平面交差点の予備設計を行う。 

①設計計画 

業務の目的、主旨を把握したうえで、業務計画書を作成するものとする。  

②現地踏査 

現道、用排水路等の現地状況を把握するものとする。 

③平面・縦断設計 

交差点形状について２案程度の比較案の検討と交差点間隔、交差点付近

の線形など幾何構造について検討を行うものとする。 

④横断設計 

20m 毎に標準部、右・左折部、変速車線部の設計を行うものとする。 

⑤交差点容量・路面表示 

項目②．業務にて想定将来交通量を算出し、これに基づき最適現示及び

飽和度を計算するものとする。また、路面表示については変速車線部、

右・左折部の矢印、横断歩道、停止線、車両の軌跡等の検討を行うもの

とする。 

⑥設計図 

交差点位置図、平面図、縦断図、標準横断図、横断図を作成するものと

する。  

⑦関係機関との協議資料作成 

道路管理者及び交通管理者等との協議資料の作成及び修正（３回程度を

想定）を行うものとする。  

⑧数量計算（数量計算書作成） 

⑨概算工事費 

⑩照査 

⑪報告書作成 

報告書の取りまとめにあたっては、監督員との事前に協議を行ったうえで行

うものとする。 

 

３）排水（下水道基本設計分流式（雨水のみ））設計 

別添「位置図」に示す排水路部の管渠基本設計を分流式において雨水のみの設

計を行う。 

①現地踏査 

 現道、用排水路等の現地状況を把握するものとする。 

②設計計画 

業務の目的、主旨を把握したうえで、業務計画書を作成するものとする。  

③流量断面計算 
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④図面作成 

 排水系統図等、下水道管理者協議等に要する図面を作成するものとする。 

⑤照査 

⑥報告書作成 

報告書の取りまとめにあたっては、監督員との事前に協議を行ったうえで行

うものとする。 

 

４）関係者協議補助業務 

①大熊町復興整備計画の変更に伴う関係者協議補助 

 現在の大熊町復興整備計画を変更し、「西大和久地区」を位置付けるにあた

って、現計画の内容を把握し、技術的見地からの助言を行い、上記１）宅地

利用検討業務の内容との齟齬が無いように同計画の変更案を作成し、必要と

なる関係者（大熊町各課、福島県各課、復興庁等）協議の補助を行う。 

②都市計画変更（市街化編入並びに用途変更）に伴う関係者協議補助 

 上記１）宅地利用検討業務の内容を踏まえて、別途発注を予定している「西

大和久地区」の都市計画変更（市街化編入並びに用途変更）業務受注者の間

で定期的に行う打合せにおいて、打合せ等資料の準備の補助や打合せにおい

て同席し、技術的知見からの助言を行う。 

③福島県との協議補助（流量協議、交差点協議等） 

 ＵＲから貸与される同地区の基本設計の成果品を福島県本庁や相双建設事務

所等との流量協議や交差点協議等のための資料として再編集し、同協議に同

席して補助を行いつつ、協議承諾のために必要となる申請資料案の作成を行

う。 

④権利者との協議補助 

 磐城国道事務所の他「西大和久地区」事業区域界隣接権利者との協議や立会

に同席し、協議や立会の議事録案作成の補助を行う。 

⑤大熊町との定例会議補助 

上記①から④を踏まえて行われる大熊町各課との定例会議に同席し、機構

が行う説明や会議の議事録案作成の補助を行う。 

 

５ 打合せ 

定期的な打合せ時期及び回数は、原則として以下のとおりとし、特別な事情

がある場合を除き管理技術者が出席すること。 

 

①業務着手前  １回 

②中間業務報告 １０回 

③成果品納入時 １回 

④その他、発注者が必要と認めたとき 

 

６ 業務の成果品 
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１）報告書（Ａ４版）           一式 

成果品の詳細は、調査職員と協議の上決定する。 

２）設計図（Ａ３版）・数量計算書     一式 

３）打合せ記録簿       Ａ４版   一式 

４）報告書及び図面の電子データ(CD-R)    一式 

５）週報（※関係者協議補助業務を対象とする） 

６）その他調査職員の指示したもの 

※報告書の作成及びとりまとめ方について、調査職員と協議すること。 

提出する電子データについては、Microsoft社 Windows７での利用に支障

がない形式とし、ワープロソフトは Microsoft社 Word2010、表計算ソフトは

Microsoft社 Excel2010、CADソフトは AutoDesk社 AutoCAD2010との完全互

換形式とし、電子記録媒体に記録して提出すること。なお、CADデータにつ

いては印刷設計ファイルも併せて提出すること。ただし、受注者が同等以上

のソフトの利用を希望する場合は調査職員と協議すること。また、提出に当

たっては、納入前に最新の更新が行われたウイルス対策ソフトを用いてウイ

ルスチェックを行い、ウイルスに感染していないことを確認の上、当該チェ

ック内容を電子記録媒体に印字又は貼り付けて提出すること。 

本業務において作成し提出すべき用紙については、「国等による環境物品

等の調達推進等に関する法律（グリーン購入法）」の施行に伴い、印刷及び

再生紙の使用等の基準に則り作成すること。 

 

７ 再委託について 

１ 受注者は、次の各号に掲げるものを再委託することはできない。 

  ・設計条件の決定及び技術的判断 

  ・打合せ(関係者協議)等 

  ・成果物の照査 

２ 受注者は、第１項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の

承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、業務の一部を再委託に付する場合、書面により協力者との契

約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し当該業務の実施について

適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

なお、協力者は、機構の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者

である場合は指名停止期間中であってはならない。 

 

８ 行政情報流出防止対策の強化 

１ 本業務受注者は、本業務の履行に関するすべての行政情報について適切

な流出防止対策をとらなければならない。 

２ 本業務受注者は、共通仕様書に定める「行政情報流出防止対策の基本的

事項」を遵守しなければならない。 
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３ 発注者は本業務受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、

報告を求め、検査確認を行う場合がある。 

 

９ 秘密の保持 

本業務受注者は本業務のために発注者より貸与された資料及び本業務で

知り得た事項や成果について、発注者の許可なく他に公表や貸与してはな

らない。ただし、業務を他者に引き継ぐ場合は、本業務で知り得た成果を

発注者の許可を得て引き継ぐこととする。また、業務完了後も発注者から

の確認に応じることとする。 

 

10 その他 

(1) 個人情報については、管理を徹底すること。 

(2) 本業務は、機構の都合により契約締結時期や工期の変更、業務内容の

変更、契約の中止を行う場合がある。 

(3) 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタ

ンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウ

イークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容につ

いて取り組むものとする。 

(4) 本特記仕様書に記載のない事項または本仕様書に対する疑義が生じた場

合は、調査職員と協議の上、その指示に従うこと。 

 

以 上  
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西大和久地区詳細検討業務 （別添）位置図 

 

    ：対象範囲 

  

 

平面交差点予備設計業務 （別添２）位置図 

 

 

JR常磐線
「大野駅」

KUMA・PRE

西大和久地区
(約25ha)

TOSHI MAPより


